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国家安全保障戦略を具現化するための外交力の抜本的強化を求める決議 

【外交部会・外交調査会・国際協力調査会 決議】 

 

令和５年４月２７日 

自由民主党政務調査会 

 

 現下の国際情勢を鑑みるに、冷戦後世界において、グローバル化のもとで各国

が結びつきを強め、平和と繁栄を追求することを空気のごとく享受してきた時

代は、もはや過ぎ去ってしまったと言わざるを得ない。 

 ロシアによるウクライナ侵略は、一年以上が経過した今も終結に至る見通し

が立っていない。これは力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根

幹を揺るがす暴挙である。無辜の民間人の殺害は重大な国際人道法違反であり、

戦争犯罪である。断じて容認できず、改めて厳しく非難する。 

インド太平洋地域に目を移せば、北朝鮮による核・ミサイル活動の活発化に加

え、中国が国際社会への影響力を強め、現行の国際秩序の改変を推進しようとし

ていることに伴い、様々な難しい諸問題が提起されるに至っている。欧州とイン

ド太平洋地域の安全保障を切り離して論じることはできず、パワーバランスの

歴史的変化も継続している。 

 地政学的競争の激化は、伝統的な安全保障分野を超えて拡がりを見せるとと

もに、有事と平時、軍事と非軍事、公的部門と民間部門といった様々な境目が曖

昧かつ流動的なものとなってきている。国境を越えたサイバー攻撃、偽情報の拡

散を通じた情報戦等は、民間の重要インフラから認知領域に至るまでの幅広い

対応能力が必要となっていることを示すに至った。また、自主的な経済的繁栄を

実現するとともに技術育成・保全等の観点からも、経済安全保障及び先端重要技

術に関する取組みの強化が求められている。 

 また、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、日本の国益を守るた

めにも、わが国は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化すると

ともに、世界の成長と繁栄の基盤であるルールに基づく自由で公正な経済秩序

を発展させていく必要がある。また、わが国経済が成長でき、国際社会が共存共

栄できる環境を確保するためにも、気候変動や国際保健を含む人類共通の課題

への対応を主導していくことが重要である。 

 かかる情勢を受け、昨年１２月には、戦後の安全保障政策を実践面から大きく

転換する「国家安全保障戦略」が決定された。その中では、わが国の安全保障に

関わる総合的な国力の要素の第一が「外交力」であることが明記されている。米

中対立を基軸としつつ多数のプレイヤーの思惑が絡み合う、極めて複雑な国家

間競争が一層激しさを増す中、いわゆるグローバル・サウスと呼ばれる国々への
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関与を強化することは最も重要な外交課題の一つとなっている。 

こうした中、本年３月、岸田総理は「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）

のための新たなプラン」を打ち出した。また、このプランを実現する上で不可欠

な、わが国外交の最も重要な手段の一つであるＯＤＡに関連し、本年前半を目途

に新たな開発協力大綱の策定が進められている。本年はＧ７議長国及び国連安

保理非常任理事国であり、また、ＦＯＩＰを実現していく上で、最も重要なパー

トナーであるＡＳＥＡＮとの友好協力５０周年にも当たる。わが国は自由、民主

主義、基本的人権、法の支配といった普遍的価値や原則に基づく国際秩序を堅

持・発展・形成するための外交的リーダーシップを国際社会に対して示す必要が

ある。 

 戦後日本の安全保障を振り返ってみても、外交に対してこれほどまでに多く

を求めた時代はなかったと言える。外交と防衛が国家の根幹にして車の両輪で

あることを踏まえれば、歴史の岐路に立つわが国として外交力及びそれを支え

る外交・領事実施体制を飛躍的かつ抜本的に強化することは時代の要請でもあ

るとの認識のもと、以下のとおり、政府に対して、強力な外交の推進を求めると

ともに、予算・定員等の飛躍的な拡充を強く求める。 

 

１ 危機を未然に防ぐため平和で安定した国際環境を能動的に創出し、法の支

配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現するための強力な外交の推進 

⚫ ロシアによるウクライナ侵略に国際社会が直面する中、法の支配に基づく自

由で開かれた国際秩序を堅持する上でＧ７の枠組みの重要性は飛躍的に増

大。Ｇ７議長国として、この国際秩序を堅持するためにリーダーシップを発

揮するとともに、グローバル・サウスを始めとするＧ７を超えたパートナー

と共に国際社会が直面する諸課題に対応すべく、Ｇ７広島サミットの成果を

着実に実施に移していくこと。 

⚫ 力による一方的な現状変更の試みであるロシアによるウクライナ侵略を一

刻も早く止めるべく、厳しい対露制裁と強力なウクライナ支援に引き続き取

り組んでいくこと。具体的には、戦局の状況を見極め、関係国とも連携しつ

つ、ウクライナ及び周辺国に対する人道、財政、復旧・復興支援を強力に推

進すること。 

⚫ 本年３月に岸田総理から打ち出された「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯ

ＩＰ）のための新たなプラン」を、様々な手法を最適な形で組み合わせて実

現していくために、その「４つの柱」である①平和の原則と繁栄のルール、

②インド太平洋流の課題対処、③多層的な連結性、④「海」から「空」へ拡

がる安全保障・安全利用の取組みを念頭に、ＯＤＡ予算をより一層拡充し、

その戦略的活用を推進していくこと。 
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⚫ 同志国の安全保障能力・抑止力の強化に貢献することにより、わが国との安

全保障協力関係の強化や望ましい安全保障環境の創出等に寄与することを

目的に、同志国に対して、装備品・物資の提供やインフラの整備等を行う、

軍等が裨益者となる新たな協力枠組みである政府安全保障能力強化支援（Ｏ

ＳＡ）の予算をより一層拡充し、戦略的に活用すること。また、そのための

体制整備を進めること。 

⚫ 防衛装備品の移転が、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出等のため

の重要な政策的手段となることに鑑み、防衛駐在官の取組を含め、防衛装備

移転を円滑に進めるための在外公館による各種支援を強化すること。 

⚫ ＦＯＩＰの新プランの実現において重要地域の一つと明記された東南アジ

ア、とりわけＡＳＥＡＮとは、友好協力５０周年の機会を最大限活用し、関

係の特徴である長年の相互信頼関係の基盤を築いてきた「ＪＥＮＥＳＹＳ」

や、「文化のＷＡ」プロジェクトの後継事業をはじめとした多層的な人的交

流及び文化・知的交流を深化させるべく、基金等の枠組みも含め、新たな取

組みを推進するとともに、１２月に東京で開催する特別首脳会議において、

将来のビジョンと幅広い具体的協力を打ち出し、包括的かつ戦略的な関係を

深めること。 

⚫ 同じく新ＦＯＩＰプランで重要地域とされる太平洋島嶼国については、中国

が同地域への影響力拡大の試みを急激に加速させていることも踏まえて、Ｐ

ＩＦの「２０５０年戦略」を支え、創設から１０回目を迎える太平洋・島サ

ミット（ＰＡＬＭ１０）に向けて、インフラの整備や投資を進め、双方の経

済発展に資する人的交流や連結性を含めて、一層戦略的に関係強化を行うこ

と。特に、東アジアの安全保障環境の安定のために、米豪韓との一層の関係

強化を図るとともに、欧州諸国やＥＵとの連携強化を追求しつつ、台湾との

関係強化を推進すること。台湾と外交関係を有する国々が多く存在する中南

米諸国や大洋州島嶼国とも連携を強化していくこと。 

⚫ また、ＮＡＴＯ首脳会合及び外相会合への岸田総理及び林外務大臣の出席、

日英伊の３か国による次期戦闘機の共同開発に関する合意、日英部隊間協力

円滑化協定の署名等、欧州との安全保障・防衛協力の進展を踏まえ、欧州諸

国、ＥＵ及びＮＡＴＯによるインド太平洋への関与を一層強化すべく取り組

んでいくこと。また、ロシアによるウクライナ侵略の影響を大きく受ける中

央アジア・コーカサス地域との連携の強化に引き続き取り組んでいくこと。 

⚫ 現実の安全保障上の課題に適切に対応しつつ、「核兵器のない世界」に向け

た現実的かつ実践的な取組みを進めること。国際的な軍縮・不拡散の取組み

に積極的に貢献すること。 

⚫ ロシアのウクライナ侵略等により国連が試練の時にある中、安保理非常任理
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事国として、各国との緊密な意思疎通を通じ、安保理が本来の役割を果たす

よう尽力すること。また、安保理改革はもちろんのこと、総会、事務総長、

平和構築委員会等の役割を高め、国連の機能強化を主導すること。 

⚫ 国際社会における日本のプレゼンス強化のため、国連関係機関の日本人職員

を２０２５年までに１，０００人とするとの目標も念頭に、国際機関の選挙

対策、人材育成を含め、国際機関の邦人職員（ハイレベルを含む。）の増強

に向けた取組みを強化するとともに、国際機関の戦略的活用を進めること。 

⚫ わが国と中南米を含む諸外国との間の強い絆の礎となっており、各国地域コ

ミュニティにも広く貢献している国内外の日系人・日系社会との連携・交流

を推進していくこと。そのために、特に北米・中南米諸国において、次世代

の日系社会の指導者との連携強化、国内外における日系社会のプレゼンス向

上、現地の日系人団体の活動及び施設等に対する各種支援等を強化していく

こと。 

⚫ 安全保障の裾野が経済・新興技術分野にまで拡大する中、特にＧ７や日米豪

印を始めとする同志国と連携を強化しつつ、経済的依存関係を利用した経済

的威圧への対抗、ＯＤＡの活用などを通じたサプライチェーンの強靭化、特

定重要物資の安定供給確保などに取り組むこと。 

⚫ エネルギー・重要鉱物資源、食料・肥料等、国民生活に甚大な影響を与える

分野において、普遍的価値を共有する国・地域との連携を強化し、安定的な

供給を確保するために総合的な安全保障を推進すること。これらの物資が外

交上のツールとなり得ることも踏まえて、戦略的な外交を推進すること。 

⚫ 国際社会における法の支配の確立の重要性や国際法に基づく紛争解決の重 

要性の高まりを踏まえ、国際法に関するわが国の立場を適切に主張・発信し、

国際ルールの形成に積極的に貢献すること。その基盤として、国際裁判手続

に関する知見の増進や、国内外の専門家との関係強化に努め、国際法分野に

おける体制を一層強化すること。 

⚫ 同様の問題意識から、気候変動に伴う海面上昇は、日本のみならず太平洋島

嶼国を始めとする世界の海洋国家が共通して直面している新たな課題であ

るところ、わが国が率先して法的安定性の観点から解決策を提示し、二国間

及び多国間の様々な枠組みを通じて国際社会の共通認識を得るべく積極的

に取り組むこと。 

 

２ 国際経済秩序の維持及び発展に貢献し、日本の経済成長を強力に後押しす

るための経済外交の推進 

⚫ 世界第三位の経済大国であり、開かれ安定した国際経済秩序の主要な担い手

として、ルールに基づく自由で公正な経済秩序を維持・拡大するために、環
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太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（ＣＰＴＰＰ）の

高いレベルの維持や、地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定の透明性の

ある履行の確保、その他の経済連携協定に関する取組み、投資協定の締結、

インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）の具体化等を進めること。 

⚫ 特定の国家による非軍事的な圧力により、国家の自主的な外交政策の意思決

定や健全な経済発展が阻害されることを防ぎ、開かれ安定した国際経済秩序

と関係する国際機関とも連携しつつ維持・強化していくこと。具体的には、

世界貿易機関（ＷＴＯ）を中核とした自由で公正、ルールに基づく多角的貿

易体制の維持・強化を図りつつ、非市場的な貿易措置・慣行や経済的な威圧

等の諸課題に対抗するために、わが国の対応策を強化しつつ、経済協力開発

機構（ＯＥＣＤ）等において同盟国・同志国と連携し、国際規範の強化のた

めに取り組んでいくこと。デジタル分野でも、「信頼性のある自由なデータ

流通（ＤＦＦＴ）」の推進のため、ＷＴＯ電子商取引交渉など、国際的なル

ール作りで中心的な役割を果たすこと。 

⚫ 日本企業の海外展開支援に積極的に取り組むとともに、日本産食品の輸出促

進、特に東日本大震災後に導入された各種輸入規制措置の全廃に向け、政府

一丸となって働きかけていくこと。また、２０２５年大阪・関西万博の成功

に向け引き続き力強く取り組むこと。 

⚫ 日本の経済成長の後押しとするなど、国益に直接裨益する形でＯＤＡを戦略

的に活用する観点から、ＯＤＡとその他の公的資金等様々なスキームを有機

的に組み合わせて相乗効果を高め、日本企業との連携も検討しつつ日本の強

みを活かした魅力的なメニューを作り、積極的に提案していくオファー型協

力を強化すること。 

⚫ 世界各地の人権状況改善は日本を含む価値を共有する国々にとって望まし

い国際環境を構築することに直結。わが国でも公共調達における人権尊重

配慮の取組みなど具体的な進展があったが、引き続き、各国政府のみなら

ず企業を含め社会経済活動全体で人権尊重の取組みが進むようわが国らし

い人権外交を主体的かつ積極的に推進すること。 

⚫ また、開発途上国の課題解決に係る民間企業との連帯を強化し、民間資金を

動員するため のＯＤＡの推進、スタートアップや中小企業を含む民間企業

の後押し、民間人材の研修・留学の充実化 といった取組みを推進すること。

途上国と共に創り出した解決策や付加価値を日本に環流し、地方創生の観点

からも日本の地域社会の国際化や経済活性化を後押しするため、ＪＩＣＡ海

外協力隊の一層の活用を図ること。 

⚫ 相互互恵的な経済協力の実施と国際的な枠組み・ルールの維持・強化を図る

こと。具体的には、一部の国家等による不透明な形での途上国支援に起因し
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て、被援助国が「債務の罠」に陥る状況を回避するために、各国等が国際的

なルール・基準を遵守し、透明で公正な開発金融を行うよう、国際的な取組

みを主導すること。 

 

３ デジタル技術・ＡＩも活用した情報力（収集・分析・発信）の抜本的強化及

びそのための基盤構築・強化 

⚫ 国家間の対立・競争関係が一層明確になる中、一部の国は、国際的な世論を

自らにとって有利な方向に誘導するための情報戦・影響力工作を強化してい

る。わが国として認知領域における情報戦に対応するためには、特に情報空

間における各国の動向やその意図・帰結を的確に分析し、その結果を踏まえ

た効果的な戦略的発信を行っていくことが待ったなしの課題である。また、

厳しい国家間競争の時代に、わが国の国益を確保するためには、地政学的な

国際情勢の動向や各国の戦略的意図に関する正確な情報収集・分析が不可欠

である。さらに、こうした取組においては、政府が保有するあらゆる情報手

段を活用した総合的な分析（オール・ソース・アナリシス）により、政策部

門への高付加価値の分析結果の提供を行える態勢が重要である。かかる認識

のもと、以下の強力な推進を含めて情報力を抜本的に強化すること。 

✓ ＡＩの大規模な導入も検討しつつ、プラットフォームの立ち上げを含め

情報収集・分析能力を強化すること。 

✓ 公電情報も含め外務省が収集・管理する情報をＡＩ等も活用して分析し

つつ迅速かつ自在に組み合わせる体制整備を進め、情報・政策・発信の

各部門が有機的に連携し、情報収集・分析の結果を、直接発信を含む、

あらゆるアセットを用いた効果的な戦略的発信の抜本的強化につなげ

ること。 

✓ 同盟国・同志国とのさらなる情報共有のためにも、サイバー安全保障分

野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させる必要があり、外務

省独自暗号の開発のほかゼロトラスト型セキュリティを導入するとと

もに、サイバー関連の機構・体制を拡充・強化すること。 

✓ 情報戦を戦う上での基礎能力であるカウンターインテリジェンス能力

を強化すること。 

✓ 情報収集・分析、発信能力強化のためには、在外公館の幅広いネットワ

ークと、本省を含む専門性の高い人員の活用が不可欠であり、本省、在

外公館双方において民間部門のさらなる活用を含め、体制を大幅に増強

すること。 

⚫ わが国が好意的に受け入れられる国際環境を醸成するため、日本文化紹介や

外国人材向けを含む日本語学習支援等の人的・文化交流及びジャパン・ハウ
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スの活用、海外における日本研究の促進等を通じた親日派・知日派育成、人

的ネットワーク構築の強化に取り組むこと。 

⚫ 東日本大震災からの復興プロセスにおいて重要な課題であるＡＬＰＳ処理

水の海洋放出について、国際社会に科学的根拠に基づく正確な情報が理解さ

れるよう、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）によるレビューを受けつつ、国内外

における透明性の高い情報提供に努めるなど、戦略的対外発信を一層強化す

ること。 

⚫ わが国の領土・主権・歴史等について、情報収集や調査・研究・分析を強化

するとともに、国内への啓発を強化すること。また、国際社会において客観

的事実に基づく正しい認識が形成され、わが国の基本的立場やこれまでの取

組みが正当な評価を受けるよう戦略的に対外発信を強化し、いわれなき中傷

には毅然と対応すること。 

 

４ 気候変動や国際保健を始めとした地球規模課題への対応と人間の安全保障

の推進  

 国際社会の関心がウクライナに集まる中、グローバル・サウスへの関与を強化

することは日本外交の最重要課題の一つとなっている。気候変動・環境、国際保

健等の地球規模の諸課題は途上国・脆弱国にとって極めて重要かつ支援を必要

としている分野でもある。国際社会における日本のプレゼンス強化の観点から

も、以下の事項を含め、強力なリーダーシップを発揮すること。 

⚫ 本年は２０３０年のＳＤＧｓ達成に向けた中間年であるにもかかわらず、新

型コロナの影響も受けてその進捗に大幅な遅れが生じていることを認識し、

ＳＤＧｓ達成に向けた取組みを加速化すること。特に人間の安全保障の推進

に向けた取組みを強化し、開発途上国の支援や地球規模課題への取組みを拡

充すること。 

⚫ ２０５０年までのカーボンニュートラルを含む世界の脱炭素化実現を始め

とする気候変動対策、生物多様性保全やプラスチック汚染対策を始めとする

環境、防災、教育、貧困撲滅、人道、難民・避難民問題、国際保健、女性の

エンパワーメントといった地球規模課題への国際的な取組みにおいて、主導

権をめぐる争いが激化しているとの認識のもと、こうした取組みを主導する

ため、わが国の科学技術・イノベーションも活用するとともに、ＯＤＡによ

る二国間の支援や質の高い柔軟な拠出を含む拠出金を活用した国際機関・Ｎ

ＧＯを始めとする市民社会等を経由した支援の増強、わが国が知見を有する

災害や人道危機への緊急対処能力の強化に取組み、民間資金の動員も促しつ

つ、戦略的かつ効果的な開発協力を推進すること。特に国際機関等を通して

国際場裏における課題設定やルール作りを主導するため、邦人職員の増強に
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取り組むとともに、国際機関等への任意拠出金をしっかりと確保していくこ

と。 

⚫ 将来のパンデミックに備える観点から、官民資金の飛躍的な拡充を図りつつ、

保健関連機関と一層連携し、グローバルヘルス・アーキテクチャーの構築に

貢献し、健康危機に対する予防・備え・対応を強化し、ユニバーサル・ヘル

ス・カバレッジの達成を目指すほか、感染症危機対応医薬品等を含むヘルス・

イノベーションの促進やその公平なアクセスの確保等を通じて、新型コロナ

により対応が後退した国際保健上の課題の解決に貢献すること。 

⚫ 国際機関への拠出金も含め、ＯＤＡについては、着実にフォローアップし、

被援助国の理解はもとより、日本外交や日本経済にＯＤＡが果たす役割を含

め、ＯＤＡに係る国民の理解と支持をより一層得るための取組みを強化する

こと。 

 

５ 国家安全保障戦略を具現化する外交力及びそのための外交・領事実施体制

の抜本的強化 

上記１から４までのとおり、国際社会が歴史の岐路に立つ中、わが国の外交課

題は一層山積している。外交と防衛は国家の根幹にして車の両輪であることを

踏まえ、「国家安全保障戦略」では、最終的な担保である「防衛力」に先んじて、

わが国の安全保障に関わる総合的な国力の第一の要素が外交力であることが明

記されている。これは、防衛力の抜本的な強化に併せて、外交力及びそれを支え

る外交・領事実施体制を飛躍的かつ抜本的に強化することが時代の要請である

ことを如実に示している。こうした認識のもと、外務省の予算・定員・機構につ

いて以下の実現を政府に対して強く求める。 

⚫ 外務省予算については、以下の事項を含め、従来の延長から脱却し、飛躍的

に拡充すること。 

✓ わが国の外交力の裏付けとなるＯＤＡに関し、上述の取組みを推進する

ため、対国民総所得(ＧＮＩ)比でＯＤＡの量を０．７％とする国際的目

標の達成を早期に図るとともに、本年前半を目処に策定される開発協力

大綱を実現するため、ＯＤＡを大幅に拡充すること。 

✓ 特に、ＦＯＩＰの新たなプランの強力な推進、ウクライナ支援を含め、

幅広い開発途上国に対して戦略的なＯＤＡを実施する観点から、無償資

金協力及び技術協力をより一層拡充すること。また、地球規模課題への

国際的取組みを主導する観点から、国際機関等への拠出を拡充すること。 

✓ ＡＳＥＡＮとの連携強化、ＯＳＡの拡充、情報力の抜本的強化等を推進

すべく予算を大幅に拡充すること。また、ＤＸ及び情報セキュリティ強

化、専門人材の育成、邦人保護を含む領事体制の強化、施設強靱化を含
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む外交活動の基盤強化等を実現するため、足腰予算を今後数年間にわた

り大幅に拡充すること。 

⚫ 外交の要諦は「人」である。外務省定員は、米英仏独や中露等の主要国の人

員体制と比較して依然として 大幅に後れを取っている。かかる状況を踏ま

え、また、「国家安全保障戦略」の具現化の観点から、以下の事項を含め外

務省の人員体制を主要国並に飛躍的に増強し、２０３０年代初頭までに８,

０００名を目指すこと。 

✓ 極めて複雑な国家間競争が一層激しさを増す中、戦略的ＯＤＡやＯＳＡ

の実施といった新たな課題に加え、その最前線における相手国政府等と

の間での強固な人脈形成を担うとともに、情報収集、情報保全、邦人保

護、緊急事態対応等、在外公館の役割が急激に拡大している一方、定員

数の増加が追いついていない。こうした状況を踏まえ、特に複数業務の

兼務が常態化している定員１０人未満の小規模公館（約１２０公館）の

人的体制を抜本的に拡充すること。また、中規模以上の在外公館におい

ても体制強化は喫緊の課題。外交の「継戦能力」を確保・強化する観点

から体制強化を強力に進めること。 

✓ スーダンにおける現下の軍事衝突を含め世界各地における紛争、災害、

テロ等の緊急事態への対応、最近発生した中国邦人拘束事案への対応等

を含め、海外における邦人保護は外務省の最も重要な使命の一つである

ことを踏まえ、領事定員（約４５０名）を主要国並に拡充すること。ま

た、訓練の拡充等を通じて邦人保護にかかる能力を向上させること。さ

らに、国民の利便性を向上させるため、また「人」による対応が不可欠

な邦人保護業務に領事が集中できるよう、領事サービスのさらなるデジ

タル化を進めること。これらにより、質・量共に領事体制の抜本的強化

を図り、国際的な人的往来の再活性化を踏まえた邦人保護に万全を期す

こと。 

✓ 職員が個々の能力を最大限発揮し、活力とやりがいをもって職務に取り

組むことができる勤務環境を整備することは、外交力強化の観点から急

務である。様々な専門性を有する多様な人材確保に積極的に取り組むと

ともに、ワークライフバランスの改善や、より多様で柔軟かつ生産性の

高い働き方を可能とすべく、ＡＩも活用しつつデジタル化・業務合理化

及び働き方改革に向けた各種取組みを一層強化するとともに、各システ

ムの統合及び最適化による環境整備を強力かつ計画的に進めること。 

⚫ 在外公館については、引き続き「数」のみならず、真に外交力強化に資する

形で「質」の拡充を図ること。 

✓ アフリカ地域を始めとして、中国が在外公館を置いている一方で日本の
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在外公館が置かれていない国や日本に相手国の在外公館がある一方で、

相手国に日本の在外公館がない国も引き続き存在する。こうした状況も

踏まえ、小規模公館はもとより既存の在外公館の体制強化を図るととも

に、２５０公館の実現に向けて戦略的に進めること。また、公館数の増

加に見合う在外公館の定員数の増加も図ること。 

✓ 悪化する国際情勢や急激な為替変動・インフレ等、厳しい環境にあって、

在外公館の業務が大幅に増大する中で、また、米国ワシントンＤＣ在勤

のわが国大使館館員の給与・手当の水準は、同地のＯＥＣＤ加盟国２９

か国中１９番目と低位に位置する中、職員が外交官としての使命を果た

していくためにふさわしい欧米主要国並の待遇、手当等を実現すること。

あらゆる環境において外交活動を継続できるよう、また、業務遂行に当

たって職員が自己負担を強いられることのないよう、旅費や警備等の活

動経費の確保など、旅費法改正に向けた動きも踏まえつつ、環境整備を

行うこと。 

✓ 在外公館は日本の「顔」であり、最後の「砦」。一方、在外公館関係施設

の整備は、様々な制約からこれまでともすれば後回しになりがちであっ

た現実もある。現下のスーダン情勢のような緊急時対応や邦人保護、情

報保全等の新たな脅威に備える観点からは、時代に即した施設整備が喫

緊の課題。在外公館施設の新設・修繕を含む営繕予算や人員体制の増強

を念頭に、老朽化している施設はもとより、在外公館の強靱化を本年度

から計画的に着手し、強力に推進すること。 

（了） 


